
　

　

※
税
務
署
処
理
欄

整理
番号

部門
番号

申請年月日 　年　　月　　日　
通 信 日 付 印

確
認　　年　　月　　日　

確認

書類

個人番号カード／通知カード・運転免許証
その他（　　　　　　　　　　　　　　）

登 録 番 号 Ｔ

　この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を付してください。

 注意　１　記載要領等に留意の上、記載してください。

     　２　税務署処理欄は、記載しないでください。

入 力 処 理 　　年　　月　　日　
番号
確認

身元
確認

□ 済
□ 未済

税 理 士 署 名

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

課 税 期 間 の 初 日

□ 事業を開始した課税期間の初日から登録を受けない課税事業者

□ 事業を開始した課税期間の初日から登録を受けない免税事業者

□

□

□ 新規開業等した事業者

□
事業を開始した課税期間の初日から登録を受けようとする

事業者

令和　　　年　　　月　　　日

（個人事業者は本年１月１日、法人は設立日）

※ 　課税期間の初日が令和５年９月30日以前の場合の登録年月日は、
同年10月１日となります。

第１－(3)号様式

□□□□□□適格請求書発行事業者の登録申請書□□□□□□

【１／２】収受印

申

請

者

（ フ リ ガ ナ ）
令和　　年　　月　　日

（〒　　　－　　　　）

（ フ リ ガ ナ ）

( 法 人 の 場 合 )
代 表 者 氏 名

法 人 番 号

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

（ フ リ ガ ナ ）

（〒　　　－　　　　）

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

（ フ リ ガ ナ ）

こ
の
申
請
書
は

、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
提
出
す
る
場
合
に
使
用
し
ま
す

。

     　３　この申請書を提出するときは、「適格請求書発行事業者の登録申請書（次葉）」を併せて提出してください。

注:屋号ではありません

事業者区分

( 法 人 の 場 合 )
本 店又 は主 たる
事 務所 の所 在地

(個人事業者の場合 )

住 所 又 は 居 所

課税事業者

免税事業者

（個人事業者の場合）

氏 名

（ 法人 の場 合）
名 称

注:税務署所在地ではありません

納 税 地

 　　　　 税務署長殿

　この申請書に記載した次の事項（　　印欄）は、適格請求書発行事業者登録簿に登載されるとともに、国税庁ホームページで
公表されます。
　（個人事業者の場合）氏名
　（ 法 人 の 場 合 ）名称、本店又は主たる事務所の所在地（人格のない社団等は名称のみ）
　なお、上記事項のほか、登録番号及び登録年月日が公表されます。
　また、常用漢字等を使用して公表しますので、申請書に記載した文字と公表される文字とが異なる場合があります。

下記のとおり、適格請求書発行事業者としての登録を受けたいので、消費税法第57条の２第２項の
規定により申請します。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

※

※

国内事業者用

※ （法人の場合のみ公表されます）

右の□枠内を記載し次葉のＢへ

次葉のＢへ

次葉のＢへ

次葉のＡへ

いいえ

はい

今年(期) 新規開業等しましたか

次葉のＡへ

２年前又は２事業年前の課

税売上高が、

・１千万円超 ：課税事業者

・１千万円以下：免税事業者

新規開業等した事業者は、

資本金が１千万円以上の法人

や消費税課税事業者選択届出

書を提出している場合等を除

き免税事業者に該当します。

● ■ ▲

▼▼

東京都○○区△△ □－□

東京都○○区△△ □－□
03 XXXX XXXX

トウキョウト〇〇ク△△ □－□

XXX XXXX

トウキョウト〇〇ク△△ □－□

XXX XXXX

事業を開始した課税期間の初日から登録を受けず、

「消費税課税事業者選択届出書」の提出により、

申請書を提出する時点において課税事業者の場合

は、こちらに☑を記載してください。

【次葉の作成漏れにご注意ください！】

次葉の｢登録要件の確認｣欄は、全ての事業者の方が記載する必要があります。

03 XXXX XXXX

事業を開始した課税期間の初日から登録を受けず、

申請書を提出する時点において免税事業者の場合

は、こちらに☑を記載してください。

｢適格請求書発行事業者の登録申請書｣(初葉)の記載例

【個人事業者用】

【公表に関する留意事項】

適格請求書発行事業者として登録された場合は、｢氏名｣及び｢登録番号｣が公表されます。以下の

事項の公表を追加で希望する場合は、｢適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書｣を提

出する必要があります。

◇ 主たる屋号 ◇ 主たる事務所の所在地等 ◇ 通称 ◇ 旧姓

※ ｢通称｣及び｢旧姓｣は、住民票に併記されている場合にのみ公表することができます。

記載不要

国税 太郎

コクゼイ タロウ

【公表事項】

姓と名の間は１文字空けてください。
屋号は記載しないでください。

※ 屋号の公表を希望される場合は、｢適格請求書発行事業者の公
表事項の公表(変更)申出書｣を提出してください。

事業を開始した課税期間の初日から登録を受けよ

うとする場合は、こちらに☑を記載してください。

初葉「事業者区分」、次葉「免税事業者の確

認」欄の記載について判断できない場合は、

「登録申請書の書き方フローチャート」に判

定フローがありますのでご利用ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022012-012.pdf


税　務　署

ｂ 翌課税期間が課税事業者で、その翌課税期間の初日から登録を受けようと

する事業者（申請日が翌課税期間の初日から起算して15日前の日までの場合）

　※　次はＢ欄①の質問へ

□

 １明治・２大正・３昭和・４平成・５令和

　　　　　　年　　　　月　　　　日

　③’　その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過

　　 しています。

□

　□　はい　□　いいえ②’　納税管理人の届出をしています。

至 月 日

質問はこれで終わり

事

業

内

容

等 事 業 内 容

　

① 課税事業者です（登録を受けると、消費税の申告が必要になります）。

　※　この申請書を提出する時点において、免税事業者であっても、登録を受けると課税事業
　　者となるため、「はい」を選択してください。

　□　はい　□　いいえ

　相続により適格請求書発行事業者の事業を承継しました。

　（「はい」の場合は、以下の事項を記載してください。）

（個人事業者の場合）

生年月日

参

考

事

項

（法人の場合）
設立年月日

ｃ 翌課税期間が課税事業者で、申請日が翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎている事業者

　（この場合、翌課税期間の途中から登録を受けることとなります。）　※　次はＢ欄①の質問へ

資 本 金

事 業 年 度

登 録 希 望 日 令 和 年 月 日

自 月 日

第１－(3)号様式次葉

Ｔ

□□□□適格請求書発行事業者の登録申請書（次葉）□□□□

　該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を付し記載してください。

□ ａ 次のｂ・ｃ以外で例えば免税事業者である課税期間中の最短日での登録を希望するなど免税事業者である

課税期間中に登録を受けようとする事業者（登録開始日から納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなります。）

　※　以下の□枠内を記載し（登録希望日欄の記載をお忘れなく）、次はＢ欄①の質問へ

個 人 番 号

氏 名 又 は 名 称

【２／２】

③ 消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。

　（加算税や延滞税は「罰金」ではありません。「いいえ」の場合は、次の質問にも答えてください。）

円

（ フ リ ガ ナ ）

免

税

事

業

者

の

確

認

Ａ
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。

　□　はい　□　いいえ

Ｃ欄の質問へ

　□　はい　□　いいえ

② 納税管理人を定める必要のない事業者です。

（国内に住所や本店等を有し、かつ、今後も有する場合は「はい」にレ印を付して、次の質問③へ。

　「いいえ」の場合は、次の質問②’にも答えてください。）

　□　はい　□　いいえ

③の質問へ

翌 課 税 期 間 の 初 日

令和　　　年　　　月　　　日

法人

のみ

記載

適格請 求書 発行 事 業 者の
死亡届出書の提出先税務署

被

相

続

人
氏 名

（ フ リ ガ ナ ）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

（〒　　　－　　　　）

Ｂ

登

録

要

件

の

確

認

相

続

に

よ

る

事

業

承

継

の

確

認

Ｃ

納 税 地

登 録 番 号

死 亡 年 月 日

納税管理人を定めなければならない場合（国税通則法第117条第１項）
　【個人事業者】　国内に住所及び居所（事務所及び事業所を除く。）を有せず、又は有しないこととなる場合
　【法人】　国内に本店又は主たる事務所を有しない法人で、国内にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合

　□　はい　□　いいえ

②の質問へ

国内事業者用

○免税事業者：Ａ欄→Ｂ欄→Ｃ欄の順に記載

○課税事業者：Ｂ欄・Ｃ欄のみ記載（Ａ欄は記載不要）

記載の

順 序

｢適格請求書発行事業者の登録申請書｣(次葉)の記載例

【個人事業者用】

全ての事業者の方が記載する必要があります。

免税事業者の方は、適格請求書発行事業者となった場合、登録がされた日以降の取

引について消費税の申告が必要となります。

※ 申請書の提出時点では免税事業者の方が、令和５年９月30日までに課税事業者となる場合は、登録がされた日以降では

なく、課税事業者となった日以降の取引について消費税の申告が必要となります。

申請書の提出時点で課税事業者の方が、令和５年９月30日までに免税事業者となった場合でも、適格請求書発行事業者

として登録された日以降は、再び課税事業者となり、登録がされた日以降の取引について消費税の申告が必要となります。

初葉の｢事業者区分｣欄で、｢免税事業者｣又は、新規開業等した事業者で「事業を開始した課税期間の初日から

登録を受けない免税事業者」を選択した方は、「免税事業者の確認」欄のいずれかにチェックを入れてください。

登録希望日（課税期間の初日を希望する場合を含みます。）から登録を
受ける場合は、こちらに☑を記載の上、事業内容や登録希望日などを記載
してください。

※ 個人番号を必ず記載し、本人確認書類の写しを添付してください。

登録を受けようとする課税期間が納税義務の免除の適用を受
けないこととなる課税期間（消費税課税事業者（選択）届出書
を提出し課税事業者となる課税期間をいいます。以下同じで
す。）で、その初日から登録を受ける場合は、こちらに☑を記
載してください（登録を受けようとする課税期間の初日から起
算して15日前の日まで申請書を提出する必要があります。）。

登録を受けようとする課税期間が納税義務の免除の適用を受
けないこととなる課税期間である場合（登録を受けようとする
課税期間の初日から起算して15日前の日までに申請書を提出で
きなかった方）は 、こちらに☑を記載してください。

免税事業者の場合で、

適格請求書発行事業者の登

録を受ける場合に｢はい｣に

☑を記載してください。

定める必要がない場合に
｢はい｣に☑を記載してくだ

さい。

今後出国するなど、国内に

住所を有しないことになる場合
には、納税管理人を定める必要
がありますので、「いいえ」に

☑を記載してください。

それ以外の方は「はい」に

☑を記載してください。

｢いいえ｣の場合は、下欄の

納税管理人の届出(※)について
記載してください。

※ 届出をしていない場合、申
請が拒否されることがありま
す。

罰金以上の刑に処せられたことがない場合
は、｢はい｣に☑を記載してください。

(注) ｢加算税｣や｢延滞税｣は罰金ではありません。

｢いいえ｣の場合は、下欄の執行状況(※)につ

いて記載してください。

※ 下欄の確認事項が｢いいえ｣の場合、申請が

拒否されることがあります。


